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令和元年度（2019年度）病床機能分化・連携促進基盤整備事業費補助金の概要

１ 目的
急性期から回復期、在宅に至るまで、切れ目のないサービスを地域において確保するため、病床の機能分化・連

携を推進することを目的とする。

２ 補助対象者
（１）施設整備事業

医療機関の開設者とする。ただし、区分①及び②に掲げる施設整備については病院の開設者とする。
（２）設備整備事業

医療機関の開設者とする。ただし、区分①及び②に掲げる設備整備については病院の開設者とする。
（３）理学療法士等確保事業

病院の開設者とする。
（４）理学療法士等研修事業

病院の開設者とする。

３ 補助対象事業
（１）施設整備事業

区分 補助対象 基準額 補助対象経費 補助率
①急性期病 急性期病床から回復期病床 病床転換前の整備区域から転換する病 病床転換及び病床 1/2以内
床から回復 (地域包括ケア病床含む)等 床数に次に掲げる基準額を乗じた額 整理に必要な施設
期病床への への病床転換のための施設 の新築・増改築・
転換などを 整備 （１床当たり） 5,187,500円 改修に要する工事
行う施設整 費又は工事請負費
備 （病室、診察室、

処置室、記録室、
談話室、機能訓練
室、浴室、廊下、
便所等）

②医療施設 病床のダウンサイズに伴う 病床転換前の整備区域から転換する病 医療施設等の整備 1/2以内
等への転換 診療所等の整備や診療機能 床数に次に掲げる基準額を乗じた額 に必要な施設の増
など、病床 強化等、病床の適正化のた 改築・改修に要す
の適正化の めの施設整備 （１床当たり） 5,022,500円 る工事費又は工事
ための施設 請負費
整備 （病室、診察室、

処置室、記録室、
談話室、機能訓練
室、浴室、廊下、
便所等）

③病院機能 再編・ネットワーク化に伴 病床転換前の整備区域から転換する病 再編・ネットワー 1/2以内
の再編・ネ い病院の病床機能や役割を 床数に次に掲げる基準額を乗じた額 ク化に必要な施設
ットワーク 明確にし、病院間で連携を の新築・増改築・
化を行う施 図るための施設整備 （１床当たり） 5,187,500円 改修に要する工事
設整備 費又は工事請負費

上記において、病床の適正化のために （病室、診察室、
整備前の整備区域から病床を整理する 処置室、記録室、
場合は、整理する病床数に次に掲げる 談話室、機能訓練
基準額を乗じた額 室、浴室、廊下、

便所等）
（１床当たり） 5,022,500円

なお、基準額については、原則、病院
単位とするが、知事が認める場合は、
再編・ネットワーク化に伴い整備前の
整備区域から転換する、または整理す
る病床数に上記基準額を乗じた額を上
限として、再編・ネットワーク化を行
う補助事業者間で分けることも可とす
る。

（２）設備整備事業
区分 補助対象 基準額 補助対象経費 補助率

①急性期病 急性期病床から回復期病床 １カ所当たり 病床転換に伴い必 1/2以内
床から回復 (地域包括ケア病床含む)等 10,800千円 要となる医療機器
期病床への への病床転換のための設備 等、患者輸送車及
転換などを 整備 び在宅医療を実施
行う設備整 している、または
備 実施しようとする

病院において訪問
診療等に使用する
車両などの備品購
入費（在宅医療提



- 2 -

供体制強化事業費
補助金で対象とな
る医療機器を除く）
なお、在宅医療

を実施している、
または実施しよう
としている病院と
は、当該年度内に
おいて診療報酬上
の在宅療養支援病
院や在宅療養後方
支援病院となって
いること。

②医療施設 病床のダウンサイズに伴う １カ所当たり 医療施設等の整備 1/2以内
等への転換 診療所等の整備や診療機能 10,800千円 に必要な、医療機
など、病床 強化等、病床の適正化のた 器等、患者輸送車
の適正化の めの設備整備 及び在宅医療を実
ための設備 施している、また
整備 は実施しようとす

る病院（診療所）
において訪問診療
等に使用する車両
などの備品購入費
（在宅医療提供体
制強化事業費補助
金で対象となる医
療機器を除く）
なお、在宅医療

を実施している、
または実施しよう
としている病院（診
療所）とは、当該
年度内において診
療報酬上の在宅療
養支援病院（診療
所）や在宅療養後
方支援病院となっ
ていること。

③病院機能 再編・ネットワーク化に伴 １カ所当たり 再編・ネットワー 1/2以内
の再編・ネ い病院の病床機能や役割を 10,800千円 ク化に必要となる
ットワーク 明確にし、病院間で連携を 医療機器等及び在
化を行う施 図るための設備整備 なお、基準額については、原則、病院 宅医療を実施して
設整備 単位とするが、知事が認める場合は、 いる、または実施

上記を上限として再編・ネットワーク しようとする病院
化を行う補助事業者間で分けることも （診療所）におい
可とする。 て訪問診療等に使

用する車両などの
備品購入費（在宅
医療提供体制強化
事業費補助金で対
象となる医療機器
を除く）
なお、在宅医療

を実施している、
または実施しよう
としている病院（診
療所）とは、当該
年度内において診
療報酬上の在宅療
養支援病院（診療
所）や在宅療養後
方支援病院となっ
ていること。

（３）理学療法士等確保事業
補助対象 基準額 補助対象経費 補助率

急性期から回復期病床(地域包括ケア病 １名当たり月額350千円×延月数(12月 理学療法士等の雇 1/2以内
床含む)などへの病床転換を行う病院に を上限とする。) 用に必要な次に掲
おいて、新たに理学療法士、作業療法士 げる経費
及び言語聴覚士（以下「理学療法士等」 (報酬、給料、職員
という。）を雇用し、機能転換した病棟 手当等、共済費、
に従事させる病院 賃金）
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（４）理学療法士等研修事業
補助対象 基準額 補助対象経費 補助率

回復期機能充実のため、病院に所属する 次により算定した額の合計額 理学療法士等の研 1/2以内
理学療法士等を所属外の病院において技 ア 技術研修を受講する理学療法士等 修に必要な次に掲
術研修を受講させるほか、指導的理学療 理学療法士等１名当たり受講料10 げる経費
法士等の派遣を受ける病院 千円 （報酬、共済費、

賃金、報償費（研
イ 指導的理学療法士等の派遣 修施設謝金）、旅

指導的理学療法士等１名１日当た 費、需用費（資料
り40千円 代））

※ア、イは、１月における日数につい
て、２０日を上限とし、１２月を上
限とする。

４ 留意事項
施設・設備整 事業期間 複数年度に跨がる事業計画の場合は、事前に相談すること。
備事業

契 約 建設工事の請負契約については、各法人等の定款や経理規定に基づくと共に、
競争入札に付するなど知事が行う契約手続きに準拠すること。

施設整備・設備 施設整備・設備整備は、地域医療構想調整会議において当該施設整備・設備整
整備に係る地域 備の実施について合意されたものが対象となるので、事業を行う事業者は、構
医療構想調整会 想区域ごとの地域医療構想調整会議に対して、事業計画について報告を行い、
議への協議 地域で共有を図ること。

※報告方法は、地域医療構想調整会議事務局（道立保健所）に確認するこ
と。

病院機能の再編 ア 地域医療構想では、地域で不足している回復期病床の確保に向け、急性期
・ネットワーク から回復期の転換が求められていることから、再編・ネットワーク化する
化のための施設 医療機関の回復期の総病床数は、ネットワーク化前と比較し増加し、かつ、
・設備整備 急性期病床の総数は、ネットワーク化前と比較して減少していること。

イ 病院機能の再編・ネットワーク化を行う事業者は、構想区域ごとの地域医
療構想調整会議に対して、事業計画について報告を行い、地域で共有を図
ること。
※報告方法は、地域医療構想調整会議事務局（道立保健所）に確認するこ
と

理学療法士等 補助対象期間 理学療法士等を配置してから最長12ヶ月とする。
確保事業

理学療法士等 受講者 病院に所属する臨床経験５年未満の理学療法士等とし、地域的な理由により業
研修事業 務に関する研修等に参加が困難な者とする。ただし、技術研修を行う病院と同
（技術研修の 一法人内における病院の理学療法士等は対象外とする。
受講） 技術研修を行う 回復期リハビリテーション病棟又は地域包括ケア病棟等が配置されており、理

病院 学療法士等を概ね30名以上所属している病院
研修内容など 受講者の病院は、上記「技術研修を行う病院」の要件を満たす病院のうち、受

講者を受け入れ技術研修を行う病院を選定し、両病院において協議のうえ次の
とおり研修を実施する。
ア 地域における回復期リハビリテーション機能を充実させるため、理学療法

士等が技術向上を図る研修プログラムを実施すること。
イ 技術研修期間は、概ね１ヶ月（４週間）とし、１日２時間を基本とするこ

と。
ウ 技術研修を行う担当者は、受講する理学療法士等と同じ資格を有し、10年

以上の臨床経験を有すること。
エ 受講者１名に対して、１名以上の技術研修を行う担当者を設けること。
オ 技術研修を行う病院の受講者の受入れは、１病院最大５名までとする。
カ 技術研修を行う病院及び受講者は、研修日、研修時間、診療時間、診療し

た患者数、単位数を記載した研修記録を整備すること。
理学療法士等 指導的理学療法 ア 派遣を受け入れる病院については、理学療法士等が所属している病院とす
研修事業（指 士等の派遣 ること。
導的理学療法 イ 指導的理学療法士等は次のすべての要件を満たす者とすること。ただし、
士等の派遣の 派遣を受ける病院と同一法人内における病院の理学療法士等は認めない。
受入） ①理学療法士等の資格を有するもの。

②回復期リハビリテーション病棟又は地域包括ケア病棟等が配置されてい
る病院に所属している者。

③１０年以上の臨床経験を有する者。
ウ 派遣を受ける病院は、上記イの要件を満たす者が所属する病院と協議のう

え派遣を受け、次のとおり実施すること。
①指導的理学療法士等は、派遣先病院の回復期リハビリテーション機能を
充実させるため活動すること。

②派遣を受ける期間は、概ね１か月から１２か月までの期間とする。
③指導的理学療法等の派遣は、１病院１名までとする。
④派遣を受けた病院は、指導的理学療法士等が活動した記録を整備するこ
と。


